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厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室⾧

後藤 友美

特定行為研修制度の現状と今後の方向性
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2023年度 特定行為研修シンポジウム

令和５年度厚生労働省「看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業」

テーマ:院内から地域へ特定行為研修修了者の活躍を考える



現状（指定研修機関数・研修修了者の推移）

■指定研修機関数の推移 ■研修修了者数の推移
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324 423 679 961 661 1525年間修了者数

（令和2年はCOVID19影響で7月末時点）

研修機関

18 30 44 78 41年間研修機関増加数

直近１年は2,496人増加

81 204347

○特定行為研修を行う指定研修機関は、年々増加しており令和5年8月現在で373機関、年間あたり受け入れ可能な人数（定員数）は 5,437人である。
○特定行為研修の修了者数は、年々増加しており令和5年8月現在で8,820名である。

定員数5,437人

（厚生労働省医政局看護課調べ）



特定行為研修修了者の就業状況

令和3年6・7月現在
【就業場所別】

【都道府県別】

【出典】令和４年度衛生行政報告例より看護課作成

（人）
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合計その他看護師等学校養成所
又は研究機関社会福祉施設介護保険施設訪問看護

ステーション診療所病院

6,5414940331943752145,636就業者数（人）

100.0%0.7%0.6%0.5%3.0%5.7%3.3%86.2%割合

157

4157
94

3961

195
214

171
120

261
231

729

471

50
102

124

66
18

116107

221

334

33
75

133

551

219

128
72

4160
109

74916966
33

73

192

66776476
23

110
127

0

100

200

300

400

500

600

700

800

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

病院 診療所 訪問看護ステーション 介護保険施設 社会福祉施設 看護師等学校養成所又は研究機関 その他



地域における特定行為研修修了者の配置と活動の推進に向けて
各機関に期待される役割

在宅医療に携わる地域の医療機関等

指定研修機関特定行為研修修了者を配置する
訪問看護ステーション・施設

 自施設/グループ以外の受講者（外部受講者）
の積極的な受入れ

 外部受講者が受講しやすい環境整備（実習場
所の調整等）

 研修受講後のフォローアップ（個人・地域）

 特定行為研修の受講支援（勤務調整、補助金等の支援策の活用等）

 実習場所の調整（できる限り活動する場所での実習を実施） 等

 修了者の活用に関する医療機関等への説明、働きかけ

 安全な特定行為実施のための施設内の体制整備 等

 特定行為研修制度の理解

 連携する訪問看護ステーションに修了者が配置されている場合は、必要に応じて手順書を発行

 連携する訪問看護ステーションにおける実習支援 等

【受講前】

【受講後】
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在宅・慢性期領域における特定行為研修の推進について
（訪問看護ステーション管理者が感じる職員が受講するにあたっての課題）

○ 受講に関するステーションの課題として最も多かったのは、「職員不足」であった。次いで「勤務調整」「他の職員への業務負
担」であった。

○ 看護職員に想定される課題としては「通常業務と研修との両立が困難」が最も多く、次いで「子育て等家庭生活との両立が困難」
「受講費の負担」「教育機関・実習機関が遠方で通学が困難」であった。

※回答者は、訪問看護ステーション（全国訪問看護事業協会会員訪問看護ステーション）の管理者Ｎ＝1965
令和2年度 訪問看護ステーションにおける特定行為研修制度促進に係る課題等調査事業

 受講に関するステーションの課題（上位３つまで）（N=1965）

 看護職員に想定される課題（上位３つまで）（N=1965）

①訪問看護事業所の人員規模等の課題

③周知に係る課題

④指定研修機関等の分布に係る課題

②受講ニーズに係る課題

資料１

令和４年12月５日

第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定行為・研修部会を一部改編
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出典：各年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

○ 看護職員規模（常勤換算）別の訪問看護ステーション数・割合とも、常勤換算５人以上が増加傾向にある。

看護職員の規模別の訪問看護ステーション数の推移
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■看護職員規模別訪問看護ステーション数の推移 ■看護職員規模の推移

中医協 総－２
５．７．１２
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機能強化型訪問看護ステーション

地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価
要件

機能強化型３機能強化型２機能強化型１

常勤４人以上
６割以上

常勤５人以上（１人は常勤換算可）
６割以上

常勤７人以上（１人は常勤換算可）
６割以上看護職員の数、割合①

24時間対応体制加算の届出 ＋ 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施24時間対応②

・別表７、別表８に該当する利用者又は精神科重症患者
・複数の訪看STが共同している利用者
上記のいずれかの利用者数 10人以上／月

別表第７に該当する利用者数
７人以上／月

別表第７に該当する利用者数
10人以上／月重症度の高い利用者の受け入れ③

①前年度15件以上
②前年度10件以上、常時３人
③常時５人

①前年度20件以上
②前年度15件以上、常時４人以上
③常時６人以上

ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績
①ターミナルケア件数
②ターミナルケア件数、超重症児・準超重症児の利用者数
③超重症児・準超重症児の利用者数

④

居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置
（計画作成が必要な利用者の１割程度の計画作成）⑤

・医療機関や他の訪問看護ＳＴを対象とした研修２回以上／年
・地域住民・訪問看護ＳＴに対する情報提供や相談対応の実績
・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績

人材育成のための研修等の実施
地域の医療機関、訪看ＳＴ、住民等に対する情報提供又は相談の実績地域における人材育成等⑥

・⑥’の医療機関以外の医療機関との退院時共同指導の実績
・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が１割以上

（同一敷地内に医療機関が設置されている場合に限る）
医療機関との共同⑦

専門の研修を受けた看護師の配置（望ましい）専門の研修を受けた看護師の配置⑧

「※」は１～３で要件が異なることを示す

⑤居宅介護支援事業所or
相談支援事業所の設置

機能強化型1 機能強化型2

②24時間対応／
休日等も含めた
訪問看護の実施

④重症児の受け入れor
ターミナルケアの実績※ ⑥人材育成のための研修、

地域住民等に対する情報提
供や相談※

⑥‘保険医療機関の
看護職員の勤務実績

③重症度の高い利用者の
受け入れ※ ⑦退院時の共同指導／

主治医の指示に係る保
険医療機関との連携

①常勤看護職員※

機能強化型3

届出には、要件に定める期間の実績が必要。

意見交換 資料－２参考
R ５ ． ５ ． １ ８
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機能強化型訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師の配置

○ 令和４年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護管理療養費１から３は、専門の研修を受けた
看護師が配置されていることが望ましいこととして、要件を追加した。

○ 機能強化型１のうち36.3％、機能強化型２のうち22.0％、機能強化型３のうち21.2％の訪問看護ステーショ
ンで専門の研修を受けた看護師が配置されている。

36.3%

22.0%

21.2%

63.7%

78.0%

78.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

機能強化型１

n=477

機能強化型２

n=245

機能強化型３

n=113

有 無

 機能強化型訪問看護管理療養費１から３までについて、専門の研修を受けた看護師が配置されてい
ることが望ましいこととして、要件に追加する。

機能強化型訪問看護管理療養費の見直し機能強化型訪問看護管理療養費の見直し

改定後

【機能強化型訪問看護管理療養費】
［施設基準］
コ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。

■機能強化型訪問看護ステーションにおける専門の研修を受けた看護師の配置状況

※専門の研修には、以下の研修が該当する。
①日本看護協会の認定看護師教育課程
②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護

師教育課程
③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣

が指定する指定研修機関において行われる研修

中医協 総－２
５．１０．２０
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○ 訪問看護ステーションにおける特定行為研修修了者の配置状況及び修了分野は以下のとおり。

訪問看護ステーションの所属する特定行為研修修了者

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

■特定行為研修修了者の有無 ■特定行為研修修了者が修了している特定行為区分

■特定行為研修修了者が修了しているパッケージ研修
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呼吸器（気道確保に係るもの）関連

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

呼吸器（⾧期呼吸療法に係るもの）関連

循環器関連

心嚢ドレーン管理関連

胸腔ドレーン管理関連

腹腔ドレーン管理関連

ろう孔管理関連
栄養に係るカテーテル管理

（中心静脈カテーテル管理）関連
栄養に係るカテーテル管理

（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連
創傷管理関連

創部ドレーン管理関連

動脈血液ガス分析関連

透析管理関連

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

感染に係る薬剤投与関連

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

術後 疼痛管理関連

循環動態に係る薬剤投与関連

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

皮膚損傷に係る薬剤投与関連

無回答

機能強化型訪問看護ステーション
n=59

機能強化型以外の訪問看護ステーション
n=8

中医協 総－２
５．１０．２０
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指定研修機関の外部受講生の受入状況

○ 指定研修機関において、過去３年間で実際に一度でも外部受講生の受入実績がある機関は56％である。

○ 外部受講生の受入実績のある指定研修機関のうち、ほとんどの指定研修機関は病院の受講生を受け入れているが、
訪問看護ステーション等の受講生の受入は50％以下である。

受入有, 

56%

受入無, 

44%

95%

47%

17%

13%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

訪問看護ステーション

診療所

介護保険施設・社会福祉施設等

その他

■指定研修機関のうち、外部受講生の受入状況 ■受入実績のある外部受講生の属性
（複数回答可）（令和3～5年度の実績）

n=276

n=154

（154機関）
（122機関）

令和５年８月 厚生労働省医政局看護課調べ
（令和５年７月時点の指定研修機関360機関に質問紙を用いて調査。調査機関:７月31日～９月８日） 10



指定研修機関の外部受講生の受入状況ｰ都道府県別ｰ
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募集有 今後募集予定 募集無 未回答

外部受講生を現在募集している機関:174機関（59％）

令和５年８月 厚生労働省医政局看護課調べ
（令和５年７月時点の指定研修機関360機関に質問紙を用いて調査。調査機関は７月31日～９月８日）

n=293
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厚 生労 働 省

地域における特定行為研修実施体制を推進するため、指定研修機関に対し、以下の体制構築にかかる費用を補助する。

 地域版特定行為研修推進委員会の設置（都道府県、二次医療圏単位）

 地域の看護師の研修受講等を支援するコーディネーターの配置

地域の看護師の受講支援を
検討するための

特定行為研修推進委員会

補助

調整コーディネーターの
配置

地 域支 援 型の
指 定研 修 機関 （ 仮称）

都 道 府 県 ・ 二 次 医 療 圏 単 位

【委員会における検討事項（例）】
 訪問看護ステーション等の看護師の実習場所の検討

（訪問看護STと連携している診療所が協力施設とな
り、在宅で実習できる体制の検討）

 研修中の代替職員の確保・調整の方法の検討（自施
設看護師の派遣、自治体や都道府県ナースセンター
等と連携等）

 過去の受講支援の実績をふまえたR6年度後半以降の
訪問看護ステーション等向けの⾧期型の研修プラン
の検討、作成 等

都 道府 県
連携

指定研修機関

地域における特定行為実施体制推進事業（令和 5年度補正予算）

地域支援型の指定研修機関推進事業

指定研修機関において、訪問看護師等の地域の看護師が特定行為研修を受講しやすい体制を
構築することで、地域における特定行為研修修了者の養成と活動をより一層推進する。

目的

事業概要

実施主体

実施体制

 調整コーディネーターは、上記の委員会での決定事項
を実施する。

 訪問看護ステーション等の看護師の実習場所の調整、
代替職員を調整・確保する役割を担う

12



地域の医療機関における看護師の特定行為研修制度の認知状況

真壁医師会（茨城県）管内において「胃ろうカテーテルの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、気管カニューレの交換、
褥瘡の処置などの診療をすることがある」もしくは「訪問診療または往診している」のいずれかが該当すると回答した
医療機関40施設に対し本制度を知っているか調査したところ、知っていると回答した施設は50％（20施設）であった。

R5特対「看護師の特定行為に係る地域共通の手順書作成・周知事業」において

真壁医師会が管内医療機関111施設に実施した調査結果（令和５年7月31日）より看護課で作成

看護師の特定行為研修制度を知っているか

知っている, 

20, 50%聞いたことはある, 

14, 35%

知らない, 6, 15% なしある

18施設（90％）２施設（10％）

「知っている」と回答した20施設の内、
修了者に業務を依頼したことがあるか

上記でなしと回答した施設のうち、
今後依頼する可能性があるか

不明なしある
８施設

（44％）
３施設

（17％）
７施設

（39％）

N＝40

N＝20

N＝18
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訪問看護ステーションの概要
・機能強化型Ⅰ
・看護師:常勤９名、非常勤９名
・医療処置の多い利用者の依頼も多く受け入れている。

居宅において特定行為研修の実習を実施した事例
訪問看護ステーションが日頃より連携している診療所が協力施設となることで、看護師は特定行為研修修了後の活動
が円滑となり、医師の診療時間を確保できることにつながった。

【出典】訪問看護ステーションや診療所へのヒアリングにより看護課で作成（令和５年12月）

診療所の概要
・医師1名。内科全般、一般外科を診療。
・患者は高齢者が多く、終末期の場合は訪問看護

ステーションと連携し、在宅での看取りまで対応。

B訪問看護ステーションA診療所
日頃から
連携

14

特定行為の
実習

特定行為の
実習

医師
（研修指導者）

訪問看護師
（研修生）

特定行為研修の協力機関

指定研修機関

居宅

実習（居宅）

実習以外の学習
訪問看護師医師 実習指導 連携

• 研修を開始する前から、日頃
より連携している診療所の医
師や管内の医師会へ特定行為
研修への理解を促すとともに、
実習の協力を依頼した。

• 指定研修機関や厚生局との調
整、申請の事務手続きもサ
ポートした。

訪看STの
連携のポイント

診療所の
連携のポイント

• 特定行為研修を知り、研修時か
ら協力することで技術や知識を
相互に向上できると考え、協力
施設になった。

• 受講する看護師について、⾧く
一緒に協働しており力量を把握
していた為、負担感はなかった。

• 実習は、これまで一緒に訪問し
ていた利用者やクリニックに通
院する患者を選定した。 研修修了後に円滑に実践に移行



訪問看護ステーション等の修了者の活躍を推進するため、関係団体等に対し、以下の取組にかかる費用を補助する。
• 地域標準手順書普及等推進委員会の設置
• 標準的な手順書例（在宅パッケージに含まれる行為）の地域の実情に応じた調整・周知等
• 地域向けの特定行為に係る周知・広報 等

関係団体等

地域における特定行為実施体制推進事業（令和 5年度補正予算）

地域標準手順書普及等事業

地域において特定行為研修制度を普及び診療所等の医師が手順書を活用できるよう周知等を図ることで、特定行為
研修修了者が円滑に特定行為を実施できる体制を構築し、地域における特定行為研修修了者の活躍を推進する

目的

事業概要

実施主体

実施体制
訪問看護ST

病院診療所

診療所

診療所訪問看護ST

関 係団 体 等

地域標準手順書
普及等推進委員会

厚 生労 働 省
補助

訪問看護ST

病院

診療所

施設

地域向け
周知・広報

• 特定行為研修制度、手順書の
普及方法の検討

• 地域の実情に応じた手順書例の
調整

• 制度及び手順書の普及のための
シンポジウム・研修会の開催 等

自 治体
連携
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地域における特定行為研修修了者の養成・活動の推進
（「事業所における新規養成」「医療機関からのアウトリーチ」の二本柱）

○ 地域における特定行為研修修了者の養成と活動の推進については、医療機関や訪問看護ステーション等の組織を超えて、地域に必要
な医療機能を確保する観点を踏まえた、特定行為研修修了者の養成と活動の仕組みが必要。

○ その上で、｢訪問看護事業所等における新規養成｣と｢医療機関からのアウトリーチ｣を軸に、地域における特定行為研修修了者の養成
と活動を推進する。

受講生 受講生

慢性期病院・訪問看護ステーション

指定研修機関

特定行為研修修了者による効果的・効率的な地域の医療の質の向上
地 域

訪問看護の利用者

病院

病院等看護師と訪問看護師の同行

事業所における新規養成を促進・支援する施策

⇒課題に応じた支援策

医療機関からのアウトリーチを推進する施策

⇒医療機関の修了者養成と活用の促進
組織的かつ継続的な養成と活動を推進する取組への支援

事業所における
新規養成

医療機関からの
アウトリーチ
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